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牛が死亡したら、死亡牛処理施設へ！  
――死死亡亡牛牛適適正正処処理理おおよよびびＢＢＳＳＥＥ検検査査――  

例年夏場（7，8，9 月）においては、暑熱の影響により、死亡牛、とりわけ乳牛を

主体として増加します。この時期、死亡した牛は高温により腐敗が短時間で進行します。

牛が死亡したら死亡牛処理施設(菊池市)への迅速な搬入をお願いします。 

  
 死亡牛処理施設では 24 ヶ月以上の死亡牛においてＢＳＥ検査が実施されます。下記のグラフはＢＳＥ検査

材料を月毎に表したものですが、   は死亡牛の鮮度が良い状態、   は鮮度は悪いが形が確認できる状

態、   および    は腐敗し、臭気が強く検査が困難、    は検査不能で表示してあります。 
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・・  死死亡亡牛牛はは時時間間がが経経過過すするるととととももにに腐腐敗敗がが進進行行しし、、悪臭や硫化水素等の有毒なガスを発生悪臭や硫化水素等の有毒なガスを発生ささせせるる

原原因因ににななりりまますす。。ささららにに腐腐敗敗がが進進行行すするるとと、、死死亡亡牛牛のの化化製製処処理理がが不不可可能能ととななりり、、化化製製処処理理料料金金はは死死

亡亡牛牛のの月月齢齢にに関関係係ななくく一一律律３３５５，，００００００円円ととななりりまますす。。  

ここののよよううななここととににななららなないいたためめににもも、、死死亡亡牛牛がが出出たたらら、、夏夏場場はは特特にに、、迅迅速速なな死死亡亡牛牛処処理理施施設設へへのの

搬搬入入ををよよろろししくくおお願願いいししまますす。。  

ままたた、、死死亡亡牛牛をを出出ささなないいたためめにに、、農農場場のの暑暑熱熱対対策策ににもも注注意意ししままししょょうう！！  

＊ 連休・年末年始の業務日程等については、事前に熊本県中央家畜保健衛生所 ＢＳＥ検査所

のホームページでお知らせしています。 
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